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研究成果の概要：本研究は良好な地域音環境を保全するためのマネジメント手法について考察

しようとするものである。この目的のために，京都市の伝統的織物産業地域等を事例地域とし

て，地域住民が音環境について述べる言説の分析と，音環境をめぐる住民・行政・事業者等の

動向の歴史的推移の把握をおこなった。その結果，音環境の経験には地域の社会的背景が大き

く影響していることが知られ，地域音環境管理に地域の文化的・社会的背景を反映させる必要

があることが示唆された。 
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研究分野：環境社会学，サウンドスケープ論 
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１．研究開始当初の背景 
 従来の音環境マネジメントは「騒音制御」
とほぼ同義であり，物理的な騒音暴露量を定
められた基準内に制御することが主眼とさ
れてきた。近年，環境アセスメントの法制化
や大規模小売店舗立地法などにより，地域音
環境マネジメントの新しい展開が必要とさ
れる分野が増えてきているが，このような場
合においても，単に物理的な騒音曝露量が許
容基準を越えるかどうかが問題とされるに
すぎないのが現状である。たとえば自然環境
や景観などについては，その地域固有の環境

の価値が問題とされ，開発行為前後の環境の
変化が評価されるのと対照的である。すなわ
ち，現在の音環境マネジメントにおいては，
騒音に限らない音環境全般を評価・保全・管
理するための手法に乏しく，良好な音環境の
保全が妨げられているものと考えられる。こ
うした背景から，申請者は，住民意識に基づ
いた地域音環境マネジメント手法を検討す
ることを着想した。 
 
２．研究の目的 
 本研究は，音環境を単に騒音暴露の物理量



としてみるのでなく，風景としてみることで，
良好な音環境を保全するためのマネジメン
ト手法について考察することを目的とする
ものである。ここで音環境を風景としてみる，
とは，音環境を歴史性・地域性を含んだもの
としてみることを意味する。 
 この目的のもとに，以下の点の検討を行う。 
(1) 地域住民が音環境について述べる言説を
分析し，音環境の経験の地域性の表れ方につ
いて検討する。 
(2) 音環境の住民間での共有のあり方，音環
境の公共性・正当性について考察をおこなう。 
 
３．研究の方法 
(1) 住工混在地域における音環境調査 
 京都市の伝統的織物産業地域を事例地域
として音環境調査を実施した。その理由とし
ては，産業音が地域のシンボルとなっており，
地域音環境マネジメントを考察する上で貴
重なフィールドである，地域社会や地域の文
化・歴史に関する文献資料が比較的豊富であ
るという点がある。 
①住民意識の調査 
 地域住民を対象とした自由記述調査によ
って，音環境に関する住民意識を把握した。
また，住民を対象とした聞き取り調査を実施
した。 
②地域音環境の社会的背景に関する調査 
 地域住民，行政，業界団体，関連事業者等
への聞き取り調査や文献調査によって，地域
社会や産業の歴史的推移，過去から現在にい
たる音環境の実態，騒音問題への組織的対応
等についての情報を集めた。 
 
(2) 音環境マネジメントの方法等に関する
考察 
 音環境マネジメントの方法論や音環境の
公共性・正当性等について理論的な考察を試
みた。考察にあたっては，事例調査結果のほ
か，景観保全や環境社会学の知見等も参考に
した。 
 
４．研究成果 
(1) 音環境マネジメントの方向性 
 良好な音環境を指向した音環境マネジメ
ントを検討するための課題を検討した。その
結果，下記の点が挙げられた。 
 
①「良好な音環境」とは何か，を検討する必
要がある。音環境のよさの基準は何か，誰に
とっての「よさ」か，誰がそれを決めるのか，
どのような手続きで決めるのか，といった課
題が挙げられる。 
 
②「良好な音環境」を考える上で，従来とは
異なった視点を導入する必要がある。従来の
音環境マネジメントは，「毒物汚染」的発想

による単純な量反応関係を前提とし，科学／
法律による画一的でパターナリスティック
な考え方に基づいていた。しかしながら，個
別の地域における「良好な音環境」を考える
ためには，音の社会的文脈に配慮するととも
に，地域住民自身がマネジメントに携わると
いう発想が求められる。 
 
③良好な音環境を指向したマネジメントを
阻害する要因として，次のことが挙げられる。
これまでの騒音制御の発想が浸透し，音環境
がマネジメントの対象として認識されてい
ないこと。音そのものは保全・管理の対象に
なりえないため，保全・管理に困難があるこ
と。これらは，景観・町並みの場合と比較す
ると明確になる。すなわち，景観の場合では，
景観を美的に判断する日常経験が多くの者
にあり，景観を守ることへの社会的コンセン
サスもおおむね歴史的経緯の中でおおむね
形成されている。また，マネジメントを行う
上で活用できる専門的知見や法制度が整っ
ている。 
 
④「良好な音環境」を考えるための基礎的な
知見として，音環境が人々にどのように経験
されているかを知る必要がある。たとえば音
環境がマネジメントの対象とされないとい
うことは，大多数の住民に音環境が受容され
ているということを示しているが，音環境の
受容の内実を詳細に見て，音環境の価値や正
当性の問題を検討する必要があるだろう。 
 
(2) 伝統的織物産業地域における自由記述
式質問紙調査結果の分析 
①調査地域と調査方法 
 本研究では，京都市内の織物産業地域であ
る K地区を事例地として，自由記述式質問紙
調査を実施した。K 地区は，和装産業の代表
的産地である西陣地域の周縁に位置し，下請
けの織物生産の小規模な事業所が集中して
立地している地域である。 
地区内の典型的な製織事業者は，住居の一

角を作業場として 1台から数台の電動の動力
織機（力織機）を設置している。街区によっ
ては，1980 年代ごろまで大多数が製織をおこ
なっていたというところもあり，文字通り至
るところから力織機の稼働音が聞こえてく
る音環境が存在していた。西陣地域内での製
織は，廃業や生産拠点の他地域への移転によ
って，1970 年代以降減少傾向にあるが，その
中にあって K地区周辺は比較的近年まで製織
が残ってきた地域である。 
 設問は過去の音環境と現在の音環境に分
け，それぞれ「以前，この地域で聞こえた「音」
について，印象に残っていることをご自由に
お書き下さい。」「最近，あなたのお住まいや
ご近所で聞こえる「音」について，お感じに



なっていることをご自由にお書き下さい。」
とした。このほかに，回答者の属性について
問う質問を置いた。 
 調査対象は K地区内の全世帯とした。自治
会を通じて調査票を配布し，後日，調査員が
戸別に訪問し回収した。394 世帯中，回収数
は 244 で，有効回答は 159 であった。 
 
②音源の記述数と記述率 
 音源の記述数と記述率は表 1の通りである。
過去の音環境についての回答では，159 名中
140 名（88％）が製織音，すなわち織機によ
る製織作業音について記述をした。この記述
率の高さは，この地域を代表する音が織機の
音であるということがほとんどの住民に共
有されているということを示している。現在
の音としても 69 名（43％）が記述していて，
記述率において他の音源を卓越していた。そ
の他の産業音として，「糸繰り」「整経」「染
色」など，織物産業の別工程の音が記述され
た。産業音以外の記述としては，生活音と交
通音が主なものであった。これらの音は，過
去よりも現在の音環境としての記述が多か
った。支配的な音源である製織音が減少した
ことによって，生活音や交通音への気付きが
増したことが窺われた。特定の音源を記述せ
ず，静かであることや特筆する音がないこと
を記述した回答も，現在の音環境に関する回
答において高い頻度（29％）で記述され，過
去の音環境と相対して現在の音環境に多く
の回答者が抱く印象を表していた。 
 

表 1 音源の記述数と記述率 
 過去 現在 
製織音 140 88% 69 43%
製織以外の産業音 14 9% 7 4%
生活音 21 13% 48 30%
交通音 13 8% 43 27%
静か・なし 3 2% 46 29%
その他 12 8% 27 17%
 
③製織音に対する評価 
 製織音に対する評価としては，迷惑感を記
述するなど否定的な記述をした回答がみら
れた。一方で，織機の音が好きである，よい
音である，などと肯定的に評価する記述があ
った。また，音が少なくなったことを寂しい
と記述するなど，製織音の減少・不在につい
て否定的な記述をする回答がみられ，こうし
た記述も製織音に対する肯定的記述の一形
態とみることができる。その他に，製織音を
受容していることを示す記述が見られた。迷
惑ではない，慣れた，仕方がないなどとして，
製織音が迷惑を与えうるものであることを
認めつつ，自身は受容していることを示す記
述である。製織音に対する評価をこれら「否

定」「肯定」「受容」の 3種類に分類し，その
数を計数すると表 2 のような結果であった。
表中の記述率は，製織音についての回答者数
に対する比率である。「否定」と「肯定」が
同程度の記述数であり，「肯定」と「受容」
を合計すると「否定」を上回る。さらに，評
価の記述をしない回答者の相当部分は製織
音を受容していると推測されるので，地域全
体としては製織音が受容される傾向が強い。 
 

表 2 製織音についての評価の記述数 
 過去 現在 
否定 25 18% 8 12% 
肯定 23 16% 6 9% 
受容 17 12% 5 7% 
 
④製織音の受容に関する記述 
 製織音への評価のうち，「受容」に特に注
目し，その記述内容をさらに詳細に検討した
ところ，製織音の受容の記述に以下の 4つの
異なった論理が見出された。 
・「迷惑の程度」：感受する迷惑の程度が低い
ことを受容の理由として記述するもの。 
・「慣れ」：当初感じた迷惑感が時間を経るに
したがって減少したことを記述したもの。 
・「社会的背景」：織物産業の地域社会におけ
る重要性を受容の理由として記述したもの。 
・「日常性」：その音が日常生活の中でありふ
れていて特に問題にする必要を感じないこ
とを記述したもの。 
 
⑤まとめ 
 以上の結果から，事例地域においては地域
の社会的背景や住民の相互作用から産業騒
音を受容する地域文化が形成されているこ
とが窺われた。このことは，地域音環境管理
に地域の文化的・社会的背景を反映させる必
要があることを示唆するものと考えられる。 
 
(3) 音環境の地域における正当性の検討 
①音環境共有の諸相 
 音環境マネジメントを考察する上で，地域
住民にとって音環境がどのように共有され
ているのか，を検討した。事例調査による知
見をふまえ，音環境の共有の 4つの側面を以
下の通り整理した。 
・身体を通じた音環境の経験の共有 
・音の社会的文脈の共有 
・音に対する感性の共有 
・音に対する行動規範の共有 
 
②音環境に関する正当性と受容 
 伝統的織物産業地域における事例調査結
果においては，一般的には「騒音」と考えら
れる産業音が住民のあいだに受容されてい
た。この状態を，産業音を発する行為に対し
て何らかの正当性が付与された状態と考え



ることができる。  
 この正当性の由来は，(2)④で受容の論理
として挙げられた「迷惑の程度」「慣れ」「社
会的背景」「日常性」の 4 点から考えること
ができる。このうち前の 3点は受容するため
の論理的な理由と考えられるが，「日常性」
については「それがあたりまえである」とい
うように価値判断が明示されないところに
特徴がある。 

ある環境を「あたりまえ」とみなすことは，
価値判断の対象としない，というひとつの判
断の表明となっていると考えられる。日常的
な環境は，その日常的な経験自体が根拠とな
って，「あたりまえ」のものとして承認され
る傾向があるといえる。さらに，環境へのこ
うした承認は，「あたりまえ」「これがふつう」
というような言説が介在することで，繰り返
し確認され，補強される。このように，環境
の日常性にもとづいた正当性が成立してい
るものとみられる。 
 一方，「あたりまえ」という感覚は，受容
の根拠としては強固なものであるが，その状
態を維持するための根拠にはなりにくい。そ
れは，「あたりまえ」という考え方が，価値
判断の対象外とすることによって成立して
いるものだからである。したがって，「あた
りまえ」の環境は保全や管理の対象ととらえ
られにくい。 
 この「あたりまえ」という正当性は，現状
を当然のものとして承認し，異議申し立てを
想定外のものとして排除しようとする性格
がある。したがって，正当性に対する異議申
し立ては潜在化しやすいものと考えられる。 
 こうした正当性のあり方は，この事例地域
だけでなく，音環境一般の特徴であるように
思われる。こうした一般化が可能かどうかに
ついては他地域との比較などによって検証
を進める必要があるが，音環境マネジメント
の方法論を検討する上で考慮すべき重要な
知見であると考えられる。 
 
(4) 地域音環境モノグラフのための情報収
集 
 事例地域の音環境およびその社会的背景
について，上に示した内容以外にも，聞き取
り調査・文献調査によって多くの情報を収集
した。これらの情報を利用して，事例地域に
関する音環境モノグラフを準備している。地
域の音環境についてその社会的背景を含め
て詳細に記述することで，音環境マネジメン
トを考えるための有用な基礎資料となると
考えられる。 
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